
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則 

平成２２年１０月８日   
（           ）  

規 則 第 ４ １ 号   

（趣旨） 

第１条 この規則は、富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成２２年富士市

条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事前説明） 

第２条 事業主及び請負者（以下「事業主等」という。）は、土地の埋立て等を行おうとするときは、

当該土地の埋立て等の施行に係る関係人（以下「関係人」という。）に対し、事前説明会を開催し、

当該土地の埋立て等の内容について周知しなければならない。 

２ 事業主等は、前項の事前説明会において関係人から災害の防止及び環境の保全に関する意見、

要望等があったときは、誠意をもって対応しなければならない。 

３ 事業主等は、第１項の事前説明会を開催したときは、当該事前説明会の開催概要その他必要な

事項を事前説明会開催概要書（第１号様式）に記録しなければならない。 

（適用除外） 

第３条 条例第８条第１号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。 

⑴ 独立行政法人 

 ⑵ 中日本高速道路株式会社 

⑶ 日本下水道事業団 

⑷ 土地開発公社 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるもの

を出資している法人であって、土地の埋立て等について、地方公共団体と同等以上に災害の防

止及び環境の保全の確保ができるものとして市長が認めたもの 

（許可の申請） 

第４条 条例第９条第２項に規定する許可の申請は、土砂等による土地の埋立て等許可申請書（第

２号様式）により行うものとする。 

２ 条例第９条第３項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に認めた

場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。 

⑴ 土砂等による土地の埋立て等計画書（第３号様式） 

⑵ 事業区域及び隣接地土地所有者一覧表（第４号様式） 



⑶ 土砂等による土地の埋立て等施行同意書（第５号様式） 

⑷ 隣接地土地所有者、町内会長（住民により自主的に組織された自治会の長をいう。以下同じ。）

その他市長が必要と認める関係人の同意書 

⑸ 位置図及び事業区域図 

⑹ 土地の登記事項証明書 

⑺ 公図の写し 

⑻ 土地の埋立て等の施行契約書の写し 

⑼ 事業主等の住民票の写し、身分証明書及び印鑑登録証明書（法人にあっては、経歴書、定款

又は寄附行為、登記事項証明書その他事業主等の資力及び信用を証する書類並びに印鑑登録証

明書） 

⑽ 土砂等の搬出入経路図 

⑾ 事前説明会開催概要書（第１号様式） 

⑿ 現況平面図、計画平面図及び縦横断図 

⒀ 土壌検査報告書 

 ⒁ 構造物を設けるときは、その構造図 

⒂ 事業区域の現況写真 

⒃ 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書（第６号様式） 

⒄ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類、図面等 

３ 前項第１３号の土壌検査報告書の基準は、別表第１のとおりとする。 

（許可又は不許可の決定） 

第５条 市長は、条例第９条第２項の規定により許可の申請があったときは、その内容を審査の上、

土砂等による土地の埋立て等許可（不許可）決定通知書（第７号様式）により事業主に通知する

ものとする。 

（施行基準） 

第６条 条例第１０条第１項第２号の規則で定める施行基準は、別表第２のとおりとする。 

（変更の許可の申請等） 

第７条 条例第１１条第１項の許可を受けようとする許可事業主（同項に規定する許可事業主をい

う。以下同じ。）は、土砂等による土地の埋立て等変更許可申請書（第８号様式）に、第４条第２

項に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、土砂等による土地の埋



立て等変更許可（不許可）決定通知書（第９号様式）により許可事業主に通知するものとする。 

３ 条例第１１条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 

⑴ 事業区域の面積の変更（面積を減少させるものに限る。） 

⑵ 土砂等の量及び高さの変更（土砂等の量及び高さを減少させるものに限る。） 

４ 条例第１１条第２項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等変更届出書（第１０号

様式）により行うものとする。 

（地位の承継） 

第８条 条例第１３条第２項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等地位承継届出書（第

１１号様式）により行うものとする。 

（開始の届出） 

第９条 条例第１４条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等開始届出書（第１２号様

式）により行うものとする。 

（標識） 

第１０条 条例第１６条の規則で定める標識は、土砂等による土地の埋立て等許可標識（第１３号

様式）とする。 

（帳簿への記載事項） 

第１１条 条例第１７条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 土地の埋立て等に用いた土砂等の実施日ごとの数量 

⑵ 土地の埋立て等に用いた土砂等の発生場所 

⑶ 土地の埋立て等に用いた土砂等の搬入をした者 

⑷ その他市長が必要と認める事項 

（完了又は廃止の届出） 

第１２条 条例第１８条第１項の規定による完了又は廃止の届出は、土砂等による土地の埋立て等

完了（廃止）届出書（第１４号様式）により行うものとする。 

（改善措置命令） 

第１３条 条例第１８条第２項及び第２０条の規定による改善措置命令は、土砂等による土地の埋

立て等改善措置命令書（第１５号様式）により行うものとする。 

（改善措置勧告） 

第１４条 条例第１９条の規定による改善措置勧告は、土砂等による土地の埋立て等改善措置勧告

書（第１６号様式）により行うものとする。 



（許可の取消し） 

第１５条 条例第２１条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等許可取消通知

書（第１７号様式）により行うものとする。 

（中止命令） 

第１６条 条例第２２条の規定による中止命令は、土砂等による土地の埋立て等中止命令書（第  

１８号様式）により行うものとする。 

（原状回復命令等） 

第１７条 条例第２３条の規定による原状回復命令及び措置命令は、土砂等による土地の埋立て等

原状回復等命令書（第１９号様式）により行うものとする。 

 （土地所有者等への通知） 

第１８条 条例第２４条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等に関する処分等実施通

知書（第２０号様式）により行うものとする。 

 （土地所有者等への勧告） 

第１９条 条例第２５条の規定による勧告は、土地所有者等に対する改善措置勧告書（第２１号様

式）により行うものとする。 

（報告の徴収） 

第２０条 条例第２６条第１項の規定による報告の徴収は、報告徴収通知書（第２２号様式）によ

り行うものとする。 

２ 条例第２６条第２項の規定による報告は、土砂等による土地の埋立て等報告書（第２３号様式）

により行うものとする。 

（身分証明書） 

第２１条 条例第２７条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第２４号様式）によるものと

する。 

（書類の提出部数） 

第２２条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本１通及び

副本１通とする。 

（委任） 

第２３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 



別表第１（第４条関係） 

土壌検査基準 

１ 土壌の採取方法 

土壌の採取方法は、次のとおりとする。 

⑴ 土砂等の発生場所ごとに採取する。 

⑵ 土砂等の発生場所の面積３，０００平方メートルごとに１か所採取する。 

⑶ 土砂等の発生場所の面積が３，０００平方メートル以下の場合でも２か所以上採取する。 

⑷ 採取地点は、市との協議により定める。ただし、シールド工法の場合は、掘削断面付近か

ら採取する。 

２ 検査基準 

検査基準は、土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第４６号。以下「環

境庁告示」という。）第１の１に規定する環境基準とする。 

３ 検査方法 

検査方法は、環境庁告示別表に規定する測定方法とする。 

４ 検査機関 

検査機関は、計量法（平成４年法律第５１号）第１１０条に規定する計量証明事業者である

機関とする。 

５ 検査の省略 

２の検査基準に定める物質のうち明らかに当該検査基準を満たしていると認められる物質に

ついては、検査を省略できるものとする。この場合においては、当該検査基準を満たしている

ことが明らかであることを証する書類を添付しなければならない。 



別表第２（第６条関係） 

土砂等による土地の埋立て等の施行基準 

１ 一般事項 

⑴ 周辺対策 

土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流失等の防止対策を講

じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。 

⑵ 作業時間 

ア 作業時間は、原則として午前８時半から午後５時までの間とすること。ただし、関係機

関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。 

イ 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日及び１２

月２９日から翌年１月３日までは、原則として作業を中止すること。 

⑶ 交通対策 

ア 搬出入路の指定について、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。 

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁

止等必要な措置を講ずること。 

ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と

協議し、必要な措置を講ずること。 

⑷ 安全対策 

ア 出入口は、原則として１か所とすること。 

イ 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることができないような対策を講ずること。 

⑸ 事故対策 

ア 市民の生命、身体及び財産に対する危険防止及び事故防止について、必要な措置を講ず

ること。 

イ 工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないよう、

必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。 

⑹ 防災対策 

ア 作業中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。 

イ 災害が発生した場合は、事業主等が責任を持って問題解決に当たること。 

２ 技術基準 

土地の埋立て等の施行についての技術基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和



３７年政令第１６号）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３９年静岡県規則第

３２号）に規定する技術的基準を準用する。 

３ その他 

土地の埋立て等の施行に際しては、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令の例に

より処理すること。 


